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漁場改善計画について

 持続的養殖生産確保法に基づき、区画漁業権を有する者（漁業協同組合等）が策定

する養殖漁場の改善に関する計画。国や都道府県の認定を受けることができる。

 平成23年からは、更なる漁場改善を図るために「適正養殖可能数量」の設定を

    追加。

漁場改善計画とは

１

漁場改善計画の内容
・対象水域と養殖水産動植物の種類
・養殖漁場の改善の目標（水質、底質、飼育生物の状況）
・改善を図るための措置及び実施期間（飼育密度、飼餌料の種類及び制限、水産用医薬品の
適正使用等）
・改善を図るために必要な施設及び体制整備（観測機器、へい死魚処理施設、計画推進委員
会の設置等）
・養殖漁場及び利用状況調査（水域調査、給餌量調査、病害調査等）



適正養殖可能数量の設定方法

・適正養殖可能数量は、過去の実績だけでなく、最新の漁場環境、養殖管理の実態、環境収容力
等を勘案した養殖可能な数量の上限等の範囲内で設定される必要がある。

・水産庁では、漁場環境のモニタリング手法やその結果に基づく適正養殖可能数量の設定方法等
についてガイドラインを策定し、都道府県等に周知。

２



生産履歴の記録・保存

・養殖業者ごとに、生産履歴の記録・保存を行うことを推進。
・従来から通知している内容であるが、今回、新たに記録様式を明示。

（魚類養殖における様式）
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